
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
油
濁
損
害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
責
任
限
度
額
）

（
責
任
限
度
額
）

第
六
条

船
舶
所
有
者
が
そ
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
責
任

第
六
条

船
舶
所
有
者
が
そ
の
責
任
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
責
任

の
限
度
額
（
以
下
「
責
任
限
度
額
」
と
い
う
。
）
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、

の
限
度
額
（
以
下
「
責
任
限
度
額
」
と
い
う
。
）
は
、
船
舶
の
ト
ン
数
に
応
じ
て
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
と
す
る
。

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
し
た
金
額
と
す
る
。

一

五
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
四
百
五
十
一
万
倍
の
金
額

一

五
千
ト
ン
以
下
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
一
単
位
の
三
百
万
倍
の
金
額

二

五
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
前
号
の
金
額
に
五
千
ト
ン
を
超
え
る

二

五
千
ト
ン
を
超
え
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
前
号
の
金
額
に
五
千
ト
ン
を
超
え
る

部
分
に
つ
い
て
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
六
百
三
十
一
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を

部
分
に
つ
い
て
一
ト
ン
に
つ
き
一
単
位
の
四
百
二
十
倍
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加

加
え
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
一
単
位
の
八
千
九
百
七
十
七
万
倍
の
金
額
を
超
え
る

え
た
金
額
（
そ
の
金
額
が
一
単
位
の
五
千
九
百
七
十
万
倍
の
金
額
を
超
え
る
と
き

と
き
は
、
一
単
位
の
八
千
九
百
七
十
七
万
倍
の
金
額
）

は
、
一
単
位
の
五
千
九
百
七
十
万
倍
の
金
額
）


